
走 行 会 申 込 書
№

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ 男 昭 和

・ 生 年 月 日 年 月 日 （ 歳 ）

氏 名 女 平 成

〒 連 絡 先

住 所

緊 急 時

ﾀｶ ﾀ ﾍ ﾞ ｽ ﾄ ﾀ ｲ ﾑTS
血 液 型 ｻｰ ｷ ｯ ﾄで の 回 位

走 行 回 数  当日入金　　希 望 す る ・ 希 望 し な い

車 輌 名 車 輌 型 式 エ ン ジ ン 型 式 排 気 量 過 給 装 置

有 ・ 無

ﾀ ｲ ﾑ計 則 ﾘ ｻ ﾞ ﾙ ﾄ用

登 録 車 名

装 着 タ イ ヤ タ イ ヤ ・ メ ー カ ー タ イ ヤ サ イ ズ ｺ ﾝ ﾊ ﾟ ｳ ﾝ ﾄ ﾞ

フ ロ ン ト

リ ア

誓 約 書

(有 )タ イ ヤ ハ ウ ス ア ト ム 御 中

平 成 年 月 日

１ ． 私 は 本 走 行 会 に 参 加 す る に あ た り 主 催 者 及 び 、 主 催 者 の 指 名 す る 者 の 指 示 を 厳

守 致 し ま す 。

２ ． 私 は 本 走 行 会 参 加 中 に 発 生 し た 負 傷 、 死 亡 、 そ の 他 の 事 故 に つ い て 一 切 の 自 己

責 任 に 於 い て 解 決 す る 事 と し 、 事 故 そ の 他 に よ り 私 が 受 け た 損 害 は そ の 原 因 に

関 わ ら ず 主 催 者 に 対 し て 非 難 あ る い は 、 そ の 責 任 を 追 及 し 、 そ の 損 害 の 賠 償 を

請 求 し た り 致 し ま せ ん 。

３ ． 私 は 、 使 用 車 輌 が 走 行 会 参 加 に あ た り 走 行 不 適 格 車 輌 と 判 断 さ れ た 場 合 は 、 た

と え 当 日 走 行 で あ っ て も 即 刻 走 行 を 中 止 致 し ま す 。

４ ． 私 は コ ー ス 及 び 施 設 を 破 ・ 汚 損 し た 場 合 、 主 催 者 又 は 開 催 サ ー キ ッ ト か ら 請 求

さ れ た 金 額 を 速 や か に 支 払 う 事 に 同 意 し ま す 。

５ ． 同 行 の ピ ッ ト 員 、 見 学 者 も 私 の 責 任 を も っ て 主 催 者 ス タ ッ フ の 指 示 に 従 う 事 を

誓 約 致 し ま す 。 も し 指 示 に 従 わ な か っ た 場 合 は 、 私 自 身 が 走 行 中 止 等 の 処 分 を

受 け て も 異 議 申 立 て 致 し ま せ ん 。

６ ． 私 は 牽 引 作 業 時 に 於 け る 車 の 破 損 に つ い て 主 催 者 及 び 開 催 サ ー キ ッ ト に 対 し て

責 任 の 追 及 や 損 害 賠 償 の 請 求 は 一 切 致 し ま せ ん 。

７ ． 私 は 、 私 の 氏 名 や 走 行 会 開 催 中 の 私 及 び 私 の 参 加 車 輌 の 写 真 ・ 映 像 を 主 催 者 側

が 広 報 宣 伝 活 動 に 自 由 に 利 用 で き る 事 を 認 め ま す 。

参 加 者 氏 名 (ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ) 印 鑑 保 護 者 氏 名 (ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ )※ 未 成 年 の 場 合 印 鑑


